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919
２－４（25－８）　（オ）

問題文　１行目
その閉鎖後５年間保存しなければ
ならい。

その閉鎖後７年間保存しなければ
ならい。
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920
２－４（25－８）　（オ）

解説　２行目
その閉鎖後５年間保存しなければ
ならい（司書施規30Ⅰ・Ⅱ）。

その閉鎖後７年間保存しなければ
ならい（司書施規30Ⅰ・Ⅱ）。
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